
法人税割の税率　（法314条の6①　条例32条の5、32条の6）

均等割の税率　（法312条①）

税　　　率

Ⅰ 資本金等の額が５０億円を超える法人で市内の事務所等の従業者数が５０人を超えるもの ３，０００，０００円

Ⅱ 資本金等の額が１０億円を超え５０億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数が５０人を超えるもの １，７５０，０００円

Ⅲ 資本金等の額が１０億円を超える法人で市内の事務所等の従業者数が５０人以下であるもの ４１０，０００円

Ⅳ 資本金等の額が １ 億円を超え１０億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数が５０人を超えるもの ４００，０００円

Ⅴ 資本金等の額が １ 億円を超え１０億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数が５０人以下であるもの １６０，０００円

Ⅵ 資本金等の額が１，０００万円を超え １ 億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数が５０人を超えるもの １５０，０００円

Ⅶ 資本金等の額が１，０００万円を超え １ 億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数が５０人以下であるもの １３０，０００円

Ⅷ 資本金等の額が１，０００万円以下である法人で市内の事務所等の従業者数が５０人を超えるもの １２０，０００円

Ⅸ 前各号に掲げる法人以外の法人等 ５０，０００円

　　　　　　春日井市

区　　　　　　　　　　　　　　　分

税　　　率

中小法人等の課税
の特例にかかる税率

１４．２％

１２．３％

資本金等の額（法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の２に規定する連結個別資本金等の額をい
う。）が１億円以下の法人若しくは資本若しくは出資を有しない法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）又は市税条例第２
５条第３項において法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が、年２，０００万円以下の法人
等（清算確定申告に係る清算事業年度を除く。）


